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域
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市
計
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八
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分
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じ
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万
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分
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数
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。
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挙
管
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員
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�
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員
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皆　
　

川　
　

章
太
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一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
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び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
一
三
三

二�　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
三
八
、
三
二
六

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

　
　

青

葉

選

挙

区　
　

八
三
、
〇
四
九　
　
　
　

岩

沼

選

挙

区　
　

一
二
、
〇
七
八　
　
　

　
　

宮
城
野
選
挙
区　
　

五
三
、
〇
六
五　
　
　
　

登

米

選

挙

区　
　

二
一
、
一
三
二

　
　

若

林

選

挙

区　
　

三
九
、
〇
六
六　
　
　
　

栗

原

選

挙

区　
　

一
八
、
〇
六
九

　
　

太

白

選

挙

区　
　

六
五
、
八
三
五　
　
　
　

東
松
島
選
挙
区　
　

一
〇
、
九
〇
九

　
　

泉

選

挙

区　
　

五
九
、
三
九
一　
　
　
　

大

崎

選

挙

区　
　

三
五
、
三
〇
〇

　
　

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　

四
〇
、
五
〇
五　
　
　
　

富
谷
・
黒
川
選
挙
区　
　

二
五
、
五
〇
三

　
　

塩

釜

選

挙

区　
　

一
四
、
九
七
七　
　
　
　

柴

田

選

挙

区　
　

二
二
、
四
七
四

　
　

気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

二
〇
、
三
八
〇　
　
　
　

亘

理

選

挙

区　
　

一
二
、
八
五
二

　
　

白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　

一
二
、
六
五
六　
　
　
　

宮

城

選

挙

区　
　

一
三
、
七
五
六

　
　

名

取

選

挙

区　
　

二
一
、
七
七
八　
　
　
　

加

美

選

挙

区　
　
　

七
、
九
八
九

　
　

角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　

一
一
、
三
〇
九　
　
　
　

遠

田

選

挙

区　
　

一
一
、
〇
一
五

　
　

多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　
　

二
二
、
四
五
四

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
二
号

　

令
和
六
年
三
月
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　
　

三
三
八
、
三
二
六

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

日
本
維
新
の
会

衆
議
院
宮
城
県

第
３
選
挙
区
支

部

水
戸　

由
美

水
戸　

由
美

柴
田
郡
柴
田

町
大
字
下
名

生
字
大
畑
前

五
六

衆
議
院
議
員

○

令
和
六
年

�

二
月
七
日

日
本
維
新
の
会

衆
議
院
宮
城
県

第
４
選
挙
区
支

部

佐
藤　

雄
一

佐
藤　

秀
子

石
巻
市
広
渕

字
町
四
六

衆
議
院
議
員

○

令
和
六
年

�

一
月
四
日

日
本
維
新
の
会

衆
議
院
宮
城
県

第
５
選
挙
区
支

部

境　
　

恒
春

愛
甲　

香
純

気
仙
沼
市
本

郷
一
〇－

一

三

衆
議
院
議
員

○

令
和
六
年

�

二
月
十
六
日

立
憲
民
主
党
宮

城
県
第
３
区
総

支
部

柳
沢　
　

剛

布
田　

恵
美

名
取
市
植
松

四－

一
四－

一
二

衆
議
院
議
員

○

令
和
六
年

�

二
月
六
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

大
本
治
久
後
援
会

佐
藤　

賢
一

佐
藤　

賢
一

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
道
畑
八

四－

一

令
和
六
年

�

一
月
十
六
日

齋
藤
英
之
後
援
会

齋
藤　

富
春

齋
藤　

秀
俊

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
塩
沢
字
天
王
七
一

－

一
八

令
和
六
年

�

二
月
十
四
日

大
和
チ
ャ
レ
ン
ジ

森　
　

秀
樹

佐
藤
由
香
里

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
長
倉
一
九

令
和
六
年

�

二
月
七
日

本
田
昭
彦
後
援
会

松
川　

利
充

千
葉　

純
一

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館
下
七
四

令
和
六
年

�

二
月
五
日

み
や
ざ
わ
光
安
後
援
会

千
葉　

光
男

宮
澤　

光
子

黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
山
田
字
漆
甫
二
九

令
和
六
年

�

二
月
十
四
日
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〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
田
尻
支
部

富
田　

文
志

会
計
責
任
者

の

氏

名

相
澤　

優
一

菅
原　

勝
弥

令
和
五
年

�

三
月
二
十
六
日

自
由
民
主
党
大
衡
村
支

部

堀
籠　

友
也

会
計
責
任
者

の

氏

名

奥
山　
　

綾

小
川
ひ
ろ
み

令
和
五
年

�

三
月
三
十
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

阿
部
久
一
後
援
会

佐
藤　

広
宇

代

表

者

の

氏

名

佐
藤　

広
宇

阿
部　

庄
吾

令
和
六
年

�

一
月
十
日

阿
部
ま
さ
ゆ
き
後
援
会

阿
部　

正
幸

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

多
賀
城
市
町
前
二

－

一－

一
〇

多
賀
城
市
東
田
中

二－
二
三－

三

令
和
五
年

�

十
一
月
二
十
四
日

猪
又
隆
広
後
援
会

猪
又　

隆
広

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区
河

原
町
一－

一－

三

〇

仙
台
市
若
林
区
河

原
町
一－
二－

五

二

令
和
五
年

�

十
月
一
日

小
川
ひ
ろ
み
後
援
会

小
川
ひ
ろ
み

会
計
責
任
者

の

氏

名

奥
山　
　

綾

奥
山　

信
一

令
和
六
年

�

二
月
十
七
日

小
川
む
ね
ひ
さ
寿
励
会

富
永
亀
久
男

代

表

者

の

氏

名

富
永
亀
久
男

菅
野　

健
郎

令
和
六
年

�
一
月
二
十
四
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

小
川　

宗
寿

石
川　

祐
一

小
山
和
葊
後
援
会

千
葉　

安
彦

会
計
責
任
者

の

氏

名

小
山　

嘉
子

佐
藤　

幾
雄

令
和
五
年

�

四
月
一
日

佐
々
木
久
夫
後
援
会

佐
藤　

慶
一

代

表

者

の

氏

名

佐
藤　

慶
一

平　
　

喜
朗

令
和
六
年

�

二
月
十
日

春
信
の
会

境　
　

恒
春

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の

区

分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

令
和
六
年

�

二
月
七
日

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）

衆
議
院
議
員

白
石
か
ら
政
治
と
平
和

を
考
え
る
会

平
塚　
　

諒

代

表

者

の

氏

名

平
塚　
　

諒

鈴
木　

俊
弘

令
和
六
年

�

二
月
二
十
六
日

柄
目
孝
治
後
援
会

柄
目　

孝
治

会
計
責
任
者

の

氏

名

柄
目
千
恵
子

保
科　

一
男

令
和
五
年

�

十
二
月
三
十
日

Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ａ
の
会

斎
藤　

悠
也

代

表

者

の

氏

名

斎
藤　

悠
也

佐
藤　

優
樹

令
和
六
年

�

二
月
一
日

丸
山
か
つ
と
し
後
援
会

小
笠
原
紘
一

会
計
責
任
者

の

氏

名

丸
山
皇
次
郎

丸
山　

寛
美

令
和
六
年

�

一
月
十
五
日

宮
城
県
隊
友
政
治
連
盟

高
橋　
　

裕

代

表

者

の

氏

名

高
橋　
　

裕

原
田　

富
雄

令
和
五
年

�

三
月
二
十
五
日

村
井
嘉
浩
知
事
を
支
援

す
る
大
和
の
会

松
浦　

隆
夫

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

黒
川
郡
大
和
町
吉

岡
字
舘
下
一
二
八

－

一
〇

黒
川
郡
大
和
町
吉

岡
字
館
下
五
九

令
和
六
年

�

一
月
二
十
二
日

柚
木
た
か
み
つ
後
援
会

柚
木　

貴
光

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

宮
城
郡
利
府
町
青

葉
台
一－

二
五－

五

宮
城
郡
利
府
町
利

府
字
新
神
明
前
六

－

一

令
和
五
年

�

十
二
月
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

太
田
初
美
後
援
会

小
山　

一
男

令
和
六
年
二
月
一
日

大
友
み
つ
お
後
援
会

大
友
の
り
子

令
和
五
年
十
二
月
一
日

小
山
和
葊
後
援
会

千
葉　

安
彦

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日

神
崎
安
弘
後
援
会

大
宮　
　

一

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日

齋
藤
英
之
後
援
会

齋
藤　

義
範

令
和
五
年
十
二
月
二
十
日

佐
藤
の
り
ひ
ろ
後
援
会

雫
石　
　

巌

令
和
六
年
二
月
一
日

し
ぶ
や
秀
夫
後
援
会

蓬
田　

豊
治

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日

畠
山
か
ず
よ
し
後
援
会

小
松　

紀
昭

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日

平
間
知
一
後
援
会

佐
藤　

順
一

令
和
五
年
八
月
五
日

宮
本
昭
雄
後
援
会

大
河
内
裕
治

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日

八
木
吉
夫
後
援
会

八
木　

吉
夫

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
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リ
ア
ス
・
未
来
の
会

畠
山　

和
純

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
平
成
三
十
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
元
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

齋
藤
英
之
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�14（

５
.�12.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

齋
藤
英
之
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�14（

５
.�12.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

齋
藤
英
之
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�14（

５
.�12.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

齋
藤
英
之
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�14（

５
.�12.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0



第485号　令和６年３月12日　火曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�８
（
５
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

671

　
　
　
前
年
繰
越
額

671

２
　
支
出
総
額

0

神
崎
安
弘
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�１
.�24（

５
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

齋
藤
英
之
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�14（

５
.�12.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

佐
藤
の
り
ひ
ろ
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�19（

６
.�２
.�１
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

し
ぶ
や
秀
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�１
.�11（

５
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

11,000

　
　
　
前
年
繰
越
額

11,000

２
　
支
出
総
額

0

畠
山
か
ず
よ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�１
.�31（

５
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

8,275

　
　
　
前
年
繰
越
額

8,275

２
　
支
出
総
額

8,275

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

8,275

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

8,275

平
間
知
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�７
（
５
.�８
.�５
解
散
）

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

太
田
初
美
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�２
（
６
.�２
.�１
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

大
友
み
つ
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�20（

５
.�12.�１

解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

小
山
和
葊
後
援
会

小
山
和
葊
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�８
（
５
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

671

　
　
　
前
年
繰
越
額

671

２
　
支
出
総
額

0

齋
藤
英
之
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�14（

５
.�12.�20解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

佐
藤
の
り
ひ
ろ
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�19（

６
.�２
.�１
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0



（7）　令和６年３月12日　火曜日 第485号宮　　城　　県　　公　　報

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
組
織
活
動
費

172,965

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

574,015

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

457,725

　
　
　
　
そ
の
他
の
事
業
費

116,290

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

2,895,755

　
　
　
そ
の
他
の
経
費

729,315

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
　
猪
苗
代
　
盛
昭

100,000
気
仙
沼
市

　
　
高
野
　
剛

100,000
本
吉
郡
南
三
陸
町

　
　
小
野
　
拓

200,000
気
仙
沼
市

　
　
藤
森
　
仁
志

1,000,000
神
奈
川
県
横
浜
市
中
区

　
　
高
橋
　
幸
志

300,000
気
仙
沼
市

　
　
鶴
本
　
正
輝

300,000
気
仙
沼
市

　
　
小
野
寺
　
正
志

200,000
気
仙
沼
市

　
　
勝
倉
　
宏
明

200,000
気
仙
沼
市

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

200,000

　
〔
政
治
団
体
分
〕

　
　
自
由
民
主
党
宮
城
県
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
支
部

100,000
仙
台
市
青
葉
区

　
　
宮
城
県
歯
科
医
師
連
盟

200,000
仙
台
市
青
葉
区

　
　
自
由
民
主
党
宮
城
県
支
部
連
合
会

300,000
仙
台
市
青
葉
区

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

18,275

６
　
資
産
等
の
内
訳

　
〔
借
入
金
〕

　
　
畠
山
　
和
純

7,892,865

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

宮
本
昭
雄
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�27（

５
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

八
木
吉
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�６
（
５
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

リ
ア
ス
・
未
来
の
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�２
（
５
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

7,718,105

　
　
　
前
年
繰
越
額

234,075

　
　
　
本
年
収
入
額

7,484,030

２
　
支
出
総
額

7,718,105

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

3,218,275

　
　
　
個
人
分

2,600,000

　
　
　
政
治
団
体
分

618,275

　
　
借
入
金

2,970,000

　
　
　
畠
山
　
和
純

2,970,000

　
　
そ
の
他
の
収
入

1,295,755

　
　
　
金
銭
以
外
の
も
の
に
よ
る
寄
附
相
当
分

1,295,755

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

3,346,055

　
　
　
人
件
費

30,000

　
　
　
光
熱
水
費

249,030

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

1,005,854

　
　
　
事
務
所
費

2,061,171

　
　
政
治
活
動
費

4,372,050



第485号　令和６年３月12日　火曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報
�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

指
定
年
月
日

境　
　

恒
春

衆
議
院
議
員

春
信
の
会

気
仙
沼
市
福
美
町
二－

三
三

令
和
六
年

�
二
月
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

猪
又　

隆
広

猪
又
隆
広
後
援
会

主
た
る
事
務

仙
台
市
若
林
区
河
原

仙
台
市
若
林
区
河
原

令
和
五
年

所
の
所
在
地

町
一－

一－

三
〇

町
一－

二－

五
二

�

十
月
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

境　
　

恒
春

春
信
の
会

令
和
五
年
十
一
月
十
二
日

畠
山　

和
純

リ
ア
ス
・
未
来
の
会

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日

公
安
委
員
会

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

太
田
初
美
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�２
（
６
.�２
.�１
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

佐
藤
の
り
ひ
ろ
後
援
会

報
告
年
月
日
　
６
.�２
.�19（

６
.�２
.�１
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
12日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
　
　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
29年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

改
正
前

改
正
後

別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

駐
在
所
の
名
称
及
び
位
置

警
察
署
名

名
　
称

位
　
置

（
略
）

（
略
）

大
和
警
察
署

田
布
施
駐
在

所

黒
川
郡
大
郷

町
味
明
字
樋

場
上
69番
地

の
１

別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

駐
在
所
の
名
称
及
び
位
置

警
察
署
名

名
　
称

位
　
置

（
略
）

（
略
）

大
和
警
察
署



（9）　令和６年３月12日　火曜日 第485号宮　　城　　県　　公　　報

大
松
沢
駐
在

所

黒
川
郡
大
郷

町
大
松
沢
字

堤
下
43番
地

（
略
）

遠
田
警
察
署

（
略
）

二
郷
駐
在
所
遠
田
郡
美
里

町
二
郷
字
慶

半
35番
地
６

大
柳
駐
在
所

遠
田
郡
美
里

町
大
柳
字
梅

ノ
木
５
番
地

７

（
略
）

（
略
）

遠
田
警
察
署

（
略
）

南
郷
駐
在
所
遠
田
郡
美
里

町
木
間
塚
字

中
央
１
番
地

（
略
）

別
表
第
３
　
（
略
）

別
表
第
４
（
第
４
条
関
係
）

仙
台
中
央
警
察
署
～
岩
沼
警
察
署
　
（
略
）

大
和
警
察
署

名
　
称

受
持
区
域

（
略
）

別
表
第
３
　
（
略
）

別
表
第
４
（
第
４
条
関
係
）

仙
台
中
央
警
察
署
～
岩
沼
警
察
署
　
（
略
）

大
和
警
察
署

名
　
称

受
持
区
域

（
略
）

大
郷
駐
在
所

黒
川
郡
大
郷
町
の
う
ち

鶉
崎
、
粕
川
（
長
崎
、
沢
田
、

山
中
、
丸
山
及
び
海
老
沢
）、

土
橋
、
中
村
、
東
成
田

田
布
施
駐
在

所

黒
川
郡
大
郷
町
の
う
ち

川
内
、
不
来
内
、
幡
谷
、
羽

生
、
味
明
、
山
崎

大
松
沢
駐
在

所

黒
川
郡
大
郷
町
の
う
ち

石
原
、
大
松
沢
、
粕
川
（
長

崎
、
沢
田
、
山
中
、
丸
山
及

び
海
老
沢
を
除
く
。）

大
郷
駐
在
所

黒
川
郡
大
郷
町

石
巻
警
察
署
～
古
川
警
察
署
　
（
略
）

遠
田
警
察
署

名
　
称

受
持
区
域

石
巻
警
察
署
～
古
川
警
察
署
　
（
略
）

遠
田
警
察
署

名
　
称

受
持
区
域

（
略
）

中
埣
駐
在
所

遠
田
郡
美
里
町
の
う
ち

萩
埣
、
中
高
城
、
中
埣
　
、

成
田
、
平
針
、
南
高
城
、
南

牧
ノ
目

（
略
）

二
郷
駐
在
所

遠
田
郡
美
里
町
の
う
ち

木
間
塚
（
十
王
山
、
砂
押
、

寺
前
、
原
田
及
び
古
館
を
除

く
。）、
二
郷

大
柳
駐
在
所

遠
田
郡
美
里
町
の
う
ち

大
柳
、
木
間
塚
（
十
王
山
、

砂
押
、
寺
前
、
原
田
及
び
古

館
）、名

鰭
、練
牛
、福
ヶ
袋
、

和
多
田
沼

若
柳
警
察
署
～
亘
理
警
察
署
　
（
略
）

（
略
）

中
埣
駐
在
所

遠
田
郡
美
里
町
の
う
ち

荻
埣
、
中
埣
　
、
中
高
城
、

成
田
、
平
針
、
南
高
城

（
略
）

南
郷
駐
在
所

遠
田
郡
美
里
町
の
う
ち

大
柳
、
木
間
塚
、
名
鰭
、
二

郷
、
練
牛
、
福
ヶ
袋
、
和
多

田
沼
　
　
　

若
柳
警
察
署
～
亘
理
警
察
署
　
（
略
）

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
中
別
表
第
２
遠
田
警
察
署
の
項
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
４
遠
田
警
察
署
の
表
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日

か
ら
、
別
表
第
２
大
和
警
察
署
の
項
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
４
大
和
警
察
署
の
表
の
改
正
規
定
は
令
和
６
年
４
月
１

日
か
ら
施
行
す
る
。


